
住宅エコポイント発行・交換申請書 リフォーム用（戸別申請） 記入の仕方①

受付窓口使用欄（記入不要）

※『住宅エコポイント申請の手引き リフォーム用（戸別申請）』もあわせてご利用ください。住宅エコポイント事務局のホームページ(http://jutaku.eco-points.jp)においてご覧になれます。

1

2

6

3

4

5

8

7

10

12

11

申請者本人の氏名を記入
●法人の場合は、法人名とあわせて担当者の氏名を記入

●△商事株式会社 □● 太郎

マルサンカクショウジカブシキガイシャ シカクマルタロウ

▼申請者が法人の場合の記入例
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該当するいずれかにチェック
●工事証明書の「住宅の種類」を確認

1

工事施工者の情報を記入
●建設業許可を有しない事業者は、「建設業許可」は
記入不要
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申請する住宅の住所を記入
●住所は省略せずに記入
●共同住宅等の場合は、マンション・アパート名・部屋番
号まで必ず記入

※ のチェックがない場合は、ポイント通知ハガキ・
交換商品の発送先となります。

2 1 0 0 0 0 0
1-2-3

1.郵便番号のみで地名を省略

2.部屋番号記入なし

住所記入のよくある間違い例

東京 中央 銀座9-8 - 7
1 0 4 0 0 6 0

ト ウ キ ョ ウ チュウオウ ギ ン ザ

サ ン ラ イ ズ マ ン シ ョ ン
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この申請書を作成した日を記入3

申請者本人の電話番号を記入
●法人の場合は、「申請者氏名」に記入した担当者の
電話番号を記入

※事務局から連絡する可能性があります。
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申請者本人の生年月日を記入
●法人の場合は、記入不要
※20歳未満の方は酒類への交換はできません。
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≪代理申請の場合のみ記入≫
代理申請者の情報を記入

●窓口申請の場合は、持参する方の氏名を「担当者氏名」
に記入

●個人の場合は、「事業者名」は記入不要
●電話番号は携帯番号でも可
※事務局から連絡する可能性があります。
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該当するすべてにチェック
●工事証明書の「工事内容」を確認
●バリアフリー改修、住宅設備（太陽熱利用システム・
節水型トイレ・高断熱浴槽）の設置のみでの申請は不可

※ 工事着手日が平成23年1月1日より前の場合は、
住宅設備の申請はできません。
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①窓（㋐～㋘）の合計： の合計を記入
⇒ 2ページ ①へ17

申請者本人の住所が 「リフォームした
住宅の住所」と異なる場合は記入

●法人の場合は、法人の所在地を記入
●この住所をポイント通知・交換商品の発送先とする
場合はチェック

※申請後、商品が届く前に転居する場合は、必ず事務局に
ご連絡ください。

7 6

添付書類をすべて用意してからご記入ください

１枚目
平成23年1月以降の申請分から申請書が新しく
なりました。

（工事証明書も平成23年1月以降は新しくなりました。）

9
Ⓐ

Ⓐ

㋐～㋘

㋐～㋘

工事証明書の「工事期間」に記載されている
工事着手日・工事完了日を記入

※ポイントが発行される工事の着手期限は
平成23年7月31日で終了しました。

11

申請可能なポイント数
⇒ 2ページ へ18

の住宅について、該当するいずれかに
チェック

●2回目以降の申請の場合は、「前回までの合計申請ポイ
ント」を記入し、300,000から引いたポイント数を
に記入

※前回までの合計申請ポイントが不明な場合は、事務局に
ご確認ください。

9 6

Ⓐ

Ⓐ

13

≪窓の断熱改修を行った場合のみ記入≫
工事証明書の「窓の断熱改修」を確認

●工事証明書に記載されているとおり、工事内容を記入
●ポイント数を計算し、それぞれ㋐～㋘に記入
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≪商品交換をする場合のみ記入≫
交換を希望する商品の事業者コード、
商品コード、利用ポイント数を記入

●「数量（1～9）」も含め、利用ポイント数は全て記入
※ 商品コードなどの商品の交換情報は、住宅エコポイントカタロ
グや事務局ホームページで確認できます。

※ 5つ目以降の商品の交換はポイント通知ハガキが到着した後に
申請できます。

エコロジ―商店街商品券

■問い合わせ先：エコロジ―商店街振興組合

☎044-111-△△△△

エコロジ―
商店街
商品券

10,000円分
50,000円分

5,000円分 商品コード A-500
A-1000
A-5000

5,000点
10,000点
50,000点

寄

0.1

0.1

0.1

事業者コード B×××

商品コード

商品コード

寄

寄

20

カタログ見本

この申請書のコピーをとり、保管してください。

申請書に記入した内容に間違いがないことを
再度ご確認ください。

㋜

㋙

㋚

㋛

㋝

㋞

㋟

㋠

㋡

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

㋢

㋣～㋦
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≪外壁、屋根・天井又は床の断熱改修を行った場合のみ記入≫
工事証明書の「外壁、屋根・天井又は床の断熱改
修」を確認

●工事証明書に記載されているとおり、該当する箇所をチェック
●㋙～㋛のポイント数をチェック
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≪バリアフリー改修を行った場合のみ記入≫
工事証明書の「バリアフリー改修」を確認

●工事証明書に記載されているとおり、該当する箇所をチェック
● の数を記入したうえでポイント数を計算し、㋜～㋞に記入
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≪即時交換を利用する場合のみ記入≫
即時交換で利用するポイント数を記入

※ 別途、即時交換申請書が必要となります。
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署名・捺印した日を記入23

同意事項に同意し、申請者本人が署名・捺印
● 法人の場合は、法人名と担当者氏名を署名（ゴム印不可）し、
法人印または担当者印を捺印

※署名は必ず自筆で記入してください。

25 ≪代理申請の場合のみ記入≫
同意事項に同意し、代理申請者が署名・捺印

● 法人に所属している場合は、法人名も記入し、個人印を捺印
※ 署名は必ず自筆で記入（ゴム印不可）し、捺印は個人印を
押してください。

26

申請者（代理申請者を含む）に同意して
いただく事項

24

必ずお読みください
（申請書3枚目の下段の注意事項もお読みください。）

≪住宅設備の設置を行った場合のみ記入≫
工事証明書の「住宅設備の設置」を確認

● 工事証明書に記載されているとおり、該当する箇所をチェック
※ 工事着手日が平成23年1月1日より前の場合は、
住宅設備の申請はできません。
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2枚目

3枚目

これまでに計算したポイント数を書き写し、
合計を に記入

●「①窓（㋐～㋘）の合計」
⇒１ページの窓の合計ポイント数

●「②断熱材（㋙～㋛）の合計」
⇒上記の断熱材の合計ポイント数

●「③バリアフリー（㋜～㋞）の合計」
⇒上記のバリアフリーの合計ポイント数

●「④住宅設備（㋟～㋡）の合計」
⇒上記の住宅設備の設置の合計ポイント数
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Ⓑ

発行ポイント数
● （1ページ）と の値の少ない方のポイント数を

に記入
※ 記入された発行ポイント数に齟齬がある場合は、
事務局が適正なポイント数に訂正することがあります。
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Ⓐ Ⓑ
Ⓒ

㋢ 即時交換利用ポイント数と 商品交換
利用ポイント数の合計を に記入

● ポイントを利用しない方は「0」を記入

＜左記記入例の場合＞
㋢ ：即時交換 200,000ポイント

＋ ㋣～㋦：商品交換 61,000ポイント
（うち環境寄附 500ポイント）

＝「Ⓓ合計利用ポイント数」 261,000ポイント

㋣～㋦㋢21

Ⓓ

今回利用せずに残るポイント数を引き算して記入
● をそれぞれ書き写す

22

Ⓒ Ⓓ
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③バリアフリー（㋜～㋞）の合計
： の合計を記入 ⇒ ③へ㋜～㋞ 17

④住宅設備（㋟～㋡）の合計： の合計を記入
⇒ ④へ

㋟～㋡
17

②断熱材（㋙～㋛）の合計： の合計を記入
⇒ ②へ

㋙～㋛
17

住宅エコポイント発行・交換申請書 リフォーム用（戸別申請） 記入の仕方② 添付書類をすべて用意してからご記入ください

Ⓒ Ⓓ
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